
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� テレワーク等のための中小企業の設備投資税制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ｑ：新型コロナに関連して人と人との接触

を減らすため、テレワークを導入しました。

これに係る設備投資については、何か特例が

あるのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：テレワーク等のための中小企業の設備

投資税制が適用できます。 

【解説】  

新型コロナ対策として、人と人との接触を

減らすことが必要とのことから、「テレワーク

等のための中小企業の設備投資税制」が創設

されました。 

これにより、中小企業者などがテレワーク

等のための設備(遠隔操作、可視化、自動制御

化のいずれかを可能とする設備)を取得した

場合に、中小企業経営強化税制の適用が受け

られることとなりました。 

対象となる設備は、機械装置、工具、器具備

品、建物附属設備、ソフトウェアです。 

具体的には、青色申告書を提出する中小企

業者等が、指定期間内に、経済産業大臣の認定

を受けた経営力向上計画に基づき取得等をし

た一定の規模の設備について、指定事業の用

に供した場合、即時償却又は設備投資額の

７％(資本金の額が3,000万円以下の法人など

は10％)の税額控除をすることができます。 
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